
 

経営企画部振興課関係補助金交付要綱 

 

平成２７年４月１日 告示第５号 

一部改正 平成３０年４月１日 告示第 号 

 

（補助金の名称等） 

 

第１条 四日市港管理組合補助金等交付規則（平成 18 年四日市港管理組合規則第 7 号。以 

 

下「規則」という。）第 23 条の規定に基づく経営企画部振興課関係補助金の名称、目的、 

 

交付の対象、交付の事務又は事業（以下「補助事業等」という。）の内容及び補助額又は 

 

補助率は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。 

 

（証拠書類の保存） 

 

第２条 経営企画部振興課関係補助金の交付を受けた者は、補助事業等に係る帳簿その他 

 

の証拠書類を、当該補助事業等完了後 5 年間保存しておかなければならない。ただし、 

 

管理者が補助金の区分に応じ、特にその期間を指定したときは、当該指定期間によらな 

 

ければならない。 

 

（添付書類等） 

 

第３条 経営企画部振興課関係補助金の交付申請書の提出時期及び添付資料その他補助金 

 

の交付について必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

 

1 この告示は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

 

2 次に掲げる告示（以下「旧告示」という。）は、廃止する。 

 

(1) 四日市港グリーン物流促進補助金交付要綱（平成 21年四日市港管理組合告示第6号） 

 

(2) 基幹航路等コンテナ船寄港誘致事業補助金交付要綱（平成 22 年四日市港管理組合 

 

告示第 11 号） 

 

3 旧告示の規定により交付決定された補助金については、なお従前の例による。 

 

   附 則（平成 30 年 3 月 30 日四日市港管理組合告示第 号） 

 

1 この告示は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

 



 

2 施行前の経営企画部振興課関係補助金交付要綱の規定により交付決定された補助金につ 

 

いては、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

別表（第 1 条関係） 

区分 
補助金の 

名称 

補助金の交付の 

目的 
補助事業等の内容 

補助額又は 

補助率 

交付の 

対象 

1 

基幹航路等コ

ンテナ船寄港

誘致事業補助

金 

四日市港に寄港す

る基幹航路等のコ

ンテナ定期航路の

確保を図る。 

新たに開設された基幹航

路、東北・華北航路又は

華東航路において、四日

市港での船舶の入出港及

び四日市港における貨物

取扱に要する経費 

別に定める。 外航船社等 

2 
船会社集荷促

進事業補助金 

船会社の集荷活動

を促進させること

で、四日市港の外

貿コンテナ定期航

路の維持・拡充と

外貿コンテナ貨物

取扱量の増加を図

る。 

四日市港で揚げ積みする

コンテナ貨物を一定量以

上増加させた四日市港に

おける貨物取扱に要する

経費 

別に定める 外航船社等 

3 

荷主企業四日

市港利用支援

事業補助金 

四日市港の利用拡

大を推進し、コン

テナ定期航路の維

持・拡充を図るこ

とで、荷主企業の

利便性の向上を図

る。 

四日市港で揚げ積みする

コンテナ貨物を一定量以

上増加させた当該物流に

関する経費 

別に定める。 荷主企業 

 

 


